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■各総合支所　
国府 （0857）39ー0555／福部 （0857）75ー2111
河原 （0858）76ー3111／用瀬 （0858）87ー2111
佐治 （0858）88ー0211／気高 （0857）82ー0011
鹿野 （0857）84ー2011／青谷 （0857）85ー0011

　

は
り
、
き
ゅ
う
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
の

施
術
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

助
成
対
象
者　

所
得
税
非
課
税
で
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
70
歳
以
上　

②
65
歳
以
上
で
老
人
医
療
受
給
者

助
成
内
容　

１
回
当
た
り
１
０
０
０

円
以
内
の
助
成
券
を
発
行
（
年
12
回

以
内
）
※
助
成
券
の
利
用
は
、「
あ

ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、

き
ゅ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
」
に
よ

り
免
許
を
取
得
し
、
鳥
取
県
鍼
灸

マ
ッ
サ
ー
ジ
師
会
、
鳥
取
県
鍼
灸
師

会
お
よ
び
鳥
取
県
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー

ジ
指
圧
師
会
に
加
盟
し
て
い
る
治
療

院（
所
）な
ど
に
限
り
ま
す
。

助
成
期
間　

６
月
１
日
〜
平
成
19
年

５
月
31
日

申
請
方
法　

６
月
１
日
（
木
）
以
降
、

保
険
証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
も

の
を
持
参
し
、
次
の
窓
口
で
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

申
請
先　

市
役
所
駅
南
庁
舎
保
険
年

金
課
（
０
８
５
７
）20̶

３
４
８
２
／

各
総
合
支
所
福
祉
保
健
課
（
上
記
参

照
）

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
に

介
護
保
険
に
よ
る
給
付
費
の
内
容
を

確
認
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
利
用
明

細
を
通
知
し
ま
す
。

通
知
内
容　

利
用
さ
れ
た
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
の
種
類
お
よ
び
金
額
な
ど

通
知
方
法　

年
４
回
、
利
用
者
へ
通

知
書
を
郵
送

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
駅
南
庁
舎

高
齢
社
会
課
（
０
８
５
７
）20̶

３
４
５
２
／
各
総
合
支
所
福
祉
保
健

課
（
上
記
参
照
）

　

所
得
の
低
い
要
介
護
者
な
ど
が
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
老
人

保
健
施
設
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設

に
入
所
ま
た
は
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
し

た
場
合
に
、食
費・
居
住
費
を
減
額
す

る
負
担
限
度
額
認
定
の
更
新
手
続
を

行
っ
て
い
ま
す
。
認
定
証
の
期
限
は

６
月
30
日
ま
で
で
す
の
で
、
必
ず
期

限
内
に
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
駅
南
庁
舎

高
齢
社
会
課
（
０
８
５
７
）20̶

３
４
５
４

　

運
動
機
能
の
低
下
や
閉
じ
こ
も

り
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
高
齢
者

を
対
象
に
、
筋
力
向
上
や
認
知
症

予
防
を
目
的
と
し
た
通
所
に
よ
る

集
団
参
加
型
の
機
能
訓
練
教
室
へ

の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

内
容　

転
倒
予
防
体
操
、
食
生
活
栄

養
相
談
、
歯
と
口
の
健
康
学
習
な
ど

を
内
容
と
す
る
半
年
間
（
１
回
当
た

り
２
時
間
程
度
、
全
12
回
）
の
教
室

を
４
・
７
・
10
・
１
月
に
毎
年
４
回

左
記
の
３
施
設
で
、
そ
れ
ぞ
れ
実
施

と
こ
ろ　

中
央
保
健
セ
ン
タ
ー
、
用

瀬
地
区
保
健
セ
ン
タ
ー
、
気
高
地
区

保
健
セ
ン
タ
ー

対
象　

介
護
保
険
の
要
介
護
ま
た
は

要
支
援
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
運

動
機
能
の
低
下
や
閉
じ
こ
も
り
の
傾

向
が
認
め
ら
れ
る
高
齢
者
で
、
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ス
タ
ッ
フ
が
必

要
と
認
め
た
人

参
加
費
用　

無
料　

※
た
だ
し
、
医
師
の
診
断
書
が
必
要

で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
役
所
駅
南
庁
舎

高
齢
社
会
課
（
０
８
５
７
）20̶

３
４
５
３
／
各
総
合
支
所
福
祉
保
健

課
（
上
記
参
照
）

　

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人

は
、
受
給
資
格
を
確
認
す
る
た
め
の

現
況
届
（
６
月
上
旬
に
郵
送
し
ま
す
）

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　

６
月
１
日
（
木
）
〜
30

日
（
金
）

添
付
書
類　

▽
会
社
に
勤
務
し
て
い

る
人
＝
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
コ

ピ
ー
ま
た
は
年
金
加
入
証
明
書　

▽
平
成
18
年
１
月
２
日
以
降
に
、
本

市
に
転
入
し
て
き
た
人
＝
前
住
所
地

の
所
得
証
明
書

※
現
況
届
を
提
出
し
な
い
と
、
手
当

の
支
給
が
で
き
な
く
な
っ
た
り
、
遅

れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
所
得
超
過
な
ど
で
こ
れ
ま

で
請
求
を
し
て
い
な
い
人
も
、
所
得

制
限
の
緩
和
や
所
得
額
の
変
更
な
ど

に
よ
り
受
給
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

４
月
１
日
か
ら
、
児
童
手
当
の
支

福　祉

負
担
限
度
額
認
定
の
更
新
手
続

支
給
対
象
の
拡
大
と
所
得
制
限
の
緩
和

「
お
た
っ
し
ゃ
教
室
」
参
加
者

高
齢
者
の 

は
り
・
き
ゅ
う
・

マ
ッ
サ
ー
ジ
費
の
助
成

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
明
細

通
知
時
期

明
細
内
容

６
月
下
旬
ご
ろ

２
月
〜
４
月
利
用
分

９
月
下
旬
ご
ろ

５
月
〜
７
月　

〃

12
月
下
旬
ご
ろ

８
月
〜
10
月　

〃

３
月
下
旬
ご
ろ

11
月
〜
１
月　

〃

児
童
手
当
の
現
況
届
は
６
月
中
に
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